
 

パブリックコメントの主な流れ 

 
 

 
町（実施機関）が、基本的な政策等の案を作成します。 

政策等の案と資料を次の方法で公表し、意見を募集します。 
・町ホームページ（必須） 
・町広報紙等（任意） 
・指定場所での閲覧又は配布（任意） 

住民の皆様から、政策等の案に対する意見を募集します。 
提出方法は、次のとおりです。 
※住所、氏名、連絡先は必ず記載(非公表) 
・書面の持参 
・郵便 
・ファクシミリ 
・電子メール 
・その他実施機関が必要と認める方法 

提出いただいた意見等を考慮し、政策等の案の意思決定をし

ます。 

提出された意見等の概要や、それに対する町（実施機関）の

考え方を整理して、次の方法で公表します。 
・町ホームページに掲載(必須) 
・町広報紙等(任意) 
・指定場所での閲覧又は配布(任意) 


